
　

お
子
さ
ん
や
親
族
等
が
市
内
に
居
住
し
て
い

な
い
等
の
事
情
に
よ
り
、
除
雪
労
力
の
確
保
が

困
難
な
概
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
や

高
齢
夫
婦
世
帯
お
よ
び
障
が
い
者
世
帯
等
に
対

し
、
玄
関
か
ら
道
路
ま
で
の
通
路
部
分
の
除
雪

を
行
い
、
緊
急
時
の
避
難
路
等
を
確
保
し
ま
す
。

　

除
雪
労
力
の
確
保
が
困
難
な
高
齢
者
世
帯
や

障
が
い
者
世
帯
等
に
対
し
、
緊
急
時
の
避
難
路

を
確
保
す
る
福
祉
除
雪
活
動
に
つ
い
て
、
ご
協

力
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

【
参
加
可
能
な
方
】

　

根
室
市
に
在
住
す
る
個
人

　

根
室
市
に
在
住
す
る
２
名
以
上
で
構
成
す
る

　

団
体

【
除
雪
箇
所
】

　

地
域
・
降
雪
状
況
に
よ
り
、
介
護
福
祉
課
か

ら
そ
の
都
度
お
伝
え
し
ま
す
。

【
除
雪
範
囲
】

　

住
宅
玄
関
か
ら
公
道
に
通
じ
る
通
路
、
災
害

時
の
緊
急
避
難
に
必
要
な
、
日
常
生
活
を
営
む

上
で
最
小
限
の
範
囲
。
（
屋
根
の
雪
下
ろ
し
は

行
い
ま
せ
ん
）

【
活
動
費
助
成
】

　

団
体
活
動
整
備
費
（
初
年
度
の
み
助
成
）

　
　

５
０
，
０
０
０
円

　

年
間
活
動
費
（
毎
年
助
成
）

　
　

３
０
，
０
０
０
円

※

活
動
終
了
の
申
し
出
が
な
け
れ
ば
、
毎
年
継

　

続
し
て
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
申
請
時
必
要
な
も
の
】

　

個
人
お
よ
び
代
表
者
の
印
鑑

【
申
込
・ 

問
合
先
】

　

市
介
護
福
祉
課
高
齢
者
包
括
支
援
担
当

　

    

電
話
（
23
）
６
１
１
１

　
　

（
内
線
２
１
７
４
・
２
１
８
３
）

　

納
税
者
本
人
ま
た
は
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶

養
親
族
が
所
得
税
法
お
よ
び
地
方
税
法
上
の

「
障
害
者
」
等
に
該
当
す
る
場
合
、
一
定
金
額

の
所
得
控
除
（
障
害
者
控
除
）
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、

身
体
の
障
が
い
又
は
認
知
症
の
状
態
が
一
定
の

基
準
に
該
当
す
る
と
市
が
認
め
た
場
合
に
、

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、
確
定

申
告
や
年
末
調
整
で
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
年
の

12
月
31
日
現
在
で
次
の
要
件
の
全
て
に
該
当
す

る
方

　

①
満
65
歳
以
上
の
方

　

②
要
介
護
認
定
１
〜
５
の
方

　

③
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精

　
　

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

　
　

て
い
な
い
方

　

④
所
得
税
や
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

　
　
（
本
人
又
は
扶
養
者
）

　

※

該
当
す
る
か
否
か
は
要
介
護
認
定
調
査
の

　
　

資
料
を
も
と
に
市
が
判
定
し
ま
す
。

　
　

要
介
護
度
の
み
で
一
律
に
判
断
す
る
も
の

　
　

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】

　

市
社
会
福
祉
課
福
祉
担
当

　

    

電
話
（
23
）
６
１
１
１

　
　

（
内
線
２
１
７
２
・
２
１
７
３
）

　

町
会
の
会
合
や
サ
ー
ク
ル
等
に
お
伺
い
し
、
介

護
や
福
祉
な
ど
高
齢
者
の
皆
様
へ
向
け
た
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
日
時
、
内
容
は
ご

要
望
に
応
じ
て
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
基
本
講
座
メ
ニ
ュ
ー
】

　

①
認
知
症
に
つ
い
て

　

②
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

③
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

　

④
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

　

⑤
高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

　

⑥
地
域
で
の
支
え
合
い
に
つ
い
て

【
講
座
の
目
安
】

　

・
１
回
２
時
間
以
内

　

・
概
ね
５
名
以
上
の
団
体

　

・
開
催
日
の
概
ね
14
日
前
ま
で
に
お
申
込
み

　

下
さ
い
。

【
問
合
先
】

　

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

電
話
（
23
）
６
１
１
１　

　
　
　

（
内
線
２
１
８
１
）

　

寝
た
き
り
の
高
齢
者
等
の
ご
自
宅
に
伺
い
、

散
髪
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】

　

要
介
護
４
〜
５
の
認
定
を
受
け
た
方
で
、
か

つ
、
自
ら
理
美
容
院
に
出
向
く
こ
と
が
困
難
で
、

介
護
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
方

【
内
容
】

　

年
間
６
回
を
限
度
と
し
利
用
者
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】

　

市
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
担
当

　

    

電
話
（
23
）
６
１
１
１

　
　

（
内
線
２
１
８
４
）

　

市
で
は
、
食
事
の
調
理
が
困
難
な
概
ね
65
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
、
定
期
的
に
訪
問
し
て
昼

食
を
お
届
け
す
る
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て

い
ま
す
。 

【
対
象
】

　

概
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
又
は
高
齢
者

の
み
の
世
帯

【
利
用
料
】

　

１
食
に
つ
き
240
円

【
利
用
回
数
】

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
週
５
回
の
範
囲
内

（
介
護
度
等
の
状
況
に
基
づ
い
て
市
が
決
定

し
ま
す
）

【
申
込
先
】

　

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

    

電
話
（
23
）
６
１
１
１

　
　

（
内
線
２
１
８
１
）

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や
精
神
上
の

障
が
い
等
に
よ
っ
て
判
断
力
が
十
分
で
な
い
方

に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
い
、

本
人
を
援
助
す
る
者
（
成
年
後
見
人
等
）
を
選

任
し
て
、
法
的
な
権
限
を
与
え
て
、
本
人
の
代

わ
り
に
法
律
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
制
度
で
す
。

【
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
】

　

本
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に

申
立
て
ま
す
。
申
立
て
を
受
け
る
と
、
家
庭
裁

判
所
の
調
査
官
が
本
人
の
生
活
状
況
を
調
査
し

ま
す
。「
後
見
」
と
「
保
佐
」
類
型
の
場
合
は
、

原
則
と
し
て
医
師
に
よ
る
鑑
定
を
行
い
ま
す
。

調
査
や
鑑
定
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
成
年
後

見
人
が
選
任
さ
れ
る
と
、
法
定
後
見
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
家
庭
裁
判
所
で
は
、
手
続
き
や
申
立

て
に
必
要
な
書
類
や
費
用
な
ど
に
つ
い
て
説
明

す
る
「
家
事
手
続
案
内
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
申
立
て
で
き
る
方
】

　
「
本
人
や
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
な
ど
」

が
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
人
に

判
断
能
力
が
無
く
、
親
族
も
い
な
い
場
合
は

「
根
室
市
長
」
が
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
そ
の
他
】

　

申
立
て
す
る
際
に
は
、
費
用
が
か
か
り
ま
す

の
で
事
前
に
確
認
願
い
ま
す
。

【
問
合
先
】

　

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

    

電
話
（
23
）
６
１
１
１

　
　

（
内
線
２
１
８
１
）

「
出
前
講
座
」
の
ご
案
内
で
す

「
出
前
講
座
」
の
ご
案
内
で
す

「
成
年
後
見
制
度
」を
ご
存

知
で
す
か
？

「
成
年
後
見
制
度
」を
ご
存

知
で
す
か
？

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
で
す

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
で
す

除
雪
支
援
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
て
い
ま
す

除
雪
支
援
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
て
い
ま
す
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除
雪
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
ご
案
内

除
雪
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
ご
案
内

要
介
護
認
定
者
の「
障
害
者
控
除
」

を
ご
存
知
で
す
か

要
介
護
認
定
者
の「
障
害
者
控
除
」

を
ご
存
知
で
す
か

ふまねっとの様子

高齢者サロンに行ってみませんか？高齢者サロンに行ってみませんか？高齢者サロンに行ってみませんか？
緊急事態宣言が解除され感染対策を続けながらも外出が出来るようになり
ましたが、日一日と寒さが増してくるとそれも面倒になりがちです。
そこで、今回は毎月第三木曜日午後１時からの「ふまねっと教室」をご紹
介します。
50㎝四方、3×8マスのネットを踏まないように、ゆっくり童謡に合わせ
て進んで行きます。
この踏まない緊張感が転倒予防にも繋がります！
初めての方でも大丈夫！間違ったらワハハ…と笑えばいいのです！
どうぞお気軽にご参加下さい、お待ちしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者サロン業務員　土井

● 高齢者サロン
    （根室市福祉交流館）　　　
 　根室市昭和町２丁目115番地
 　（旧昭和児童館）
● 利用対象者
 　根室市内にお住まいの
 　65歳以上の方
● 開 設 時 間
 　月曜日～金曜日
    （年末年始、祝祭日除く）
 　午前１０時～午後３時
● 電 話 番 号
 　☎0153-24-1572
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だ
よ
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